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序     文 

 

日本国政府は、ジブチ共和国政府の要請に基づき、タジュラ湾海上輸送整備計画に係る

予備調査を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構が予備調査を実施しました。 

当機構は、平成 16 年 12 月に調査団を現地に派遣しました。 

調査団は、ジブチ共和国政府関係者と協議を行うとともに、現地調査を実施し、帰国後

の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立

つことを願うものです。 

終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 
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第１章  調査概要 

1．要請内容 

ジブチ共和国は、アフリカ大陸の東北部、紅海とインド洋を結ぶ戦略的要所に位置する国であり、

面積 2.32 万 k ㎡（四国の約 1.3 倍）、人口 65.65 万人(2002 年)、GNI/C は 890US$ (2001 年)を数える。

ジブチ共和国は、天然資源が限られている上、国土の大部分が不毛な土地であるために農業があま

り発達しておらず、国内総生産の 75％を第三次産業、特にサービス業が占めており、さらに社会事

業、金融事業、公益事業のようなすべての分野の公的サービス事業は首都ジブチ（人口約 35 万人）

に集中している。中でもジブチ港を運航の中心とした海上輸送はジブチ国経済の主要な基軸となっ

ており、周辺諸国との貿易についても海上輸送手段を利用して行われている状況である。 
ジブチ国政府は、国家経済開発の戦略のひとつとして北部地域の商取引と交通の発展を目標に掲

げ、海上輸送事業の効率化、合理化を図ろうと取り組んでいる。現在首都ジブチと北部地域間の輸

送事業については、道路網が発達していないことから、フェリーボートが重要な交通手段となって

いるが、同フェリーボートは 1981 年にドイツ政府から供与されたもので老朽化が進んでおり、海洋

安全基準にも適っておらず、安全上の問題を抱えながら運航を行っていた。 
こうした状況下、ジブチ国政府は増え続ける海上輸送への需要に応えるとともに北部地域への人

と物資の往来を安全かつ効率的に行うためにフェリーボート２艘（大型１艘、小型１艘）の調達に

ついて、我が国に対し無償資金協力を要請してきた。 

 
■ 我が国への要請内容（要請金額：約 11.2 億円） 

小型フェリーボート（全長 25.95ｍ）1 艘、 
大型フェリーボート（全長 49.00ｍ）1 艘 

 
2．調査目的 

本要請に関しては、エンジン等の主要部の老朽化が著しいこと、北部地方への交通はフェリーに

依存しており、常時 200人を超えて乗船する等混雑を極めていることは確認されたが、先方の実施

体制、維持管理体制等に関する情報が不足しており、また、要請されているフェリーボートの規模

がドックのスリップウェイの容量を超えている等、技術的な観点からの本計画実施の妥当性につい

て不明な点が残った。 

本予備調査は、これら不明な点を確認するとともに、無償資金協力としての本計画の必要性、妥

当性、緊急性及び実施可能性について確認を行うことを目的とする。 

 調査方針は以下のとおりである。 

（１）上位計画（国家開発計画）における本プロジェクトの位置付けを確認するとともに、本計画

に関連する周辺環境（港湾接続道路の整備状況等）に関する開発計画の有無、進捗状況を確

認する。 
（２）陸上輸送によるジブチ－北部地域間の人及び物資の移動が行われていることから、経済的な

観点等から海上輸送と陸上輸送について比較、検討する。 
（３）過去ジブチに供与された船が有効活用されなかったとの情報があることから、過去実施され

た類似無償資金協力案件の成果を確認するとともに、本件実施後の機材利用計画について調

査、検討を行う。 
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（４）既存フェリーボートの利用状況及び予算措置を含め先方実施体制、能力について十分に調査

し、運営・維持管理上の課題及び問題点を把握する。 
（５）上記（１）～（４）に基づき、本件実施の必要性、妥当性、緊急性を検討した上で、現状に

あった妥当な協力内容・規模について検討・提言する。 
 
3. 調査団の構成 

 

 総括            生井 年緒 JICA フランス事務所長 

 海上輸送計画/運営計画   館野 美久 財団法人 国際臨海開発研究センター 

 船舶建造計画/維持管理計画 田中 和憲 オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・コンサル 

タント株式会社 

 通訳            井上 博明 財団法人 日本国際協力センター 
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4. 調査日程 

  調査は下記の日程で行われた。 

 
日数 月日 曜日 調査内容 宿泊

官団員 コンサルタント団員及び通訳 官団員 ｺﾝｻﾙ(1) ｺﾝｻﾙ(2)

総括 (1) 海上輸送計画／ 通訳 (2) 船舶建造計画／ 及び

運営計画 （仏語） 維持管理計画 通訳

1 11/27 土 パリ(23:15)→ 成田(11:10)→パリ(15:45),(23:15)→ 機中 機中 機中

2 11/28 日 →ジブチ(08:10)　ジブチ市内、ジブチ港、上架施設見学 ジブチ市 ジブチ市 ジブチ市

3 11/29 月 ジブチ市 ジブチ市 ジブチ市

4 11/30 火 ジブチ市 ジブチ市 ジブチ市

5 12/1 水 ジブチ市 ジブチ市 ジブチ市

6 12/2 木 ジブチ市 ジブチ市 ジブチ市

7 12/3 金 7:00 ホテル発、日本人殉職者慰霊碑訪問、グーベット湾見学、アサル湖で塩採取見学 ジブチ市 ジブチ市 ジブチ市

8 12/4 土 ジブチ港でミニッツ協議　その後供与船の件で打合せ ジブチ市 ジブチ市 ジブチ市

ジブチ(23:55)→

10 12/6 月 →パリ(05:45)　　　 ジブチ市 ジブチ市

11 12/7 火 ジブチ市 ジブチ市

12 12/8 水 ジブチ市 ジブチ市

13 12/9 木 ジブチ市 ジブチ市

14 12/10 金 ジブチ市 ジブチ市

15 12/11 土 実施機関（ジブチ港技術部）との打合せ 8:00 フェリーボートの板厚計測 ジブチ市 ジブチ市

16 12/12 日 実施機関（ジブチ港技術部）との打合せ 8:00 フェリーボートの板厚計測 ジブチ市 ジブチ市

17 12/13 月 ジブチ市 ジブチ市

8:30から10:00頃まで実施機関（ジブチ港技術部）での資料について打合せ

実施機関（ジブチ港技術部）との打合せ
フェリーボートの寸法計測、設備機器類の
確認、上架施設ｳｲﾝﾁ能力確認

19 12/15 水 ジブチ市 ジブチ市

20 12/16 木 実施機関（運輸・設備省）との打合せ
2隻の供与船(BOURHAN ALI WARKI,
ALI-OUDOUM)詳細調査

ジブチ市 ジブチ市

21 12/17 金 現地調査（ALI-OUDOUMによるオボックーでの利用者の意見聞き取り再調査） ジブチ市 ジブチ市

22 12/18 土 ジブチ市 ジブチ市

ジブチ(23:55)→

24 12/20 月 現地調査
→パリ(05:45),(18:05)→

ジブチ市 機中

25 12/21 火 現地調査 →成田(14:00) ジブチ市

26 12/22 水 現地調査 ジブチ市

27 12/23 木 現地調査 ジブチ市

28 12/24 金 現地調査 ジブチ市

29 12/25 土 現地調査 ジブチ市

30 12/26 日 現地調査　　　　　　ジブチ(23:55)→ 機中

31 12/27 月 →パリ(05:45),(18:05)→ 機中

32 12/28 火 →成田(14:00)

7:15 ジブチを４輪駆動車により出発し、10:00頃タジュラ着休憩とインタビュー、
11:56タジュラ発、13:25 オボック着、インタビューと給油を行って15:08オボック発、
途中15分程休憩をとって19:30頃ジブチのホテル着、道路状況の確認と、現地での利用
者の意見聞き取り調査

ジブチ港でのフェリーボートの船長から聞き取り他、その他資料の収集について打合せ

9:00 設備運輸省表敬訪問の予定が突然キャンセルされる。10:00 ジブチ港技術部表敬訪問技術部長と面談
11:00 外務省表敬訪問次官と面談　13:00から ジブチ港技術部長主催の食事会　食後旧フェリーの発着
所・漁港およびフェリー岸壁見学、その後福沢中学校見学

8:00 ジブチ港発、ジブチ沿岸警備隊のパトロールボートで タジュラ - オボックと回ってサイト調査
（9:40 タジュラ県知事、12:40 オボック県知事表敬訪問）16:10 オボック発　17:30頃ジブチ着

ジブチ港政府代表Mr. Aden Ahmed Doualeと会いジブチ港の現状を聞く。その後車でドラレ新港見学、

8:00 実施機関（ジブチ港技術部）との協議   10:00 大統領府官房長官表敬訪問　11:00 首相表敬訪問予定
キャンセルされる。11:45 通信文化大臣表敬訪問予定が団長のみの出席に変更される。　　　　　　　午
後ｺﾝｻﾙ(2)のみ上架施設寸法計測

8:00から実施機関（ジブチ港技術部）での打合せ　旅客定員他規模に関する質疑応答
図面受け取り

7:20 JOCVオフィス訪問　8:10から実施機関（ジブチ港技術部）での打合せ　基本的な
フェリーボートのコンセプト及び旅客定員の件再度質疑応答

実施機関（ジブチ港技術部）での打合せ　質問書に基づいて資料確認

9 12/5 日
9:00 設備運輸省海事局表敬訪問。10:00 設備運輸大臣表敬訪問　11:00 首相表敬訪問　12:45 外務省二国
間局長の部屋でミニッツ署名 機中 ジブチ市 ジブチ市

実施機関（ジブチ港技術部）での打合せ　資料に基づいて質疑応答　11:10から設備運
輸省海事局長の部屋で打合せ

18 12/14 火 ジブチ市 ジブチ市

ジブチ自治港ポートキャプテンの会議室でポートキャプテンと収集資料について打合せ

ジブチ自治港ポートキャプテン会議室でポートキャプテン・設備運輸省海事局長と運航
に関して打合せ 機中

資料確認・　 10:30 ICSのｲﾝﾁｹｰﾌﾟｷｬﾌﾟﾃﾝPANDA氏訪問

23 12/19 日 ジブチ市
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５．主要面談者 

 表敬訪問を含めて下記の人達と面談をした。 

1) 駐仏日本大使館 

   二等書記官 増 田 是 人 氏 

 

2) JICA/JOCV ジブチ駐在員事務所 

   JOCV駐在員事務所長 今 井 隆幸 氏 

 

3) ジブチ共和国政府 

首相 Mr. DILEITA MOHAMED DILEITA 

外務・国際協力・国会担当省次官 Mr. BADRI ALI BOGOREH 

二国間協力局長 Mr. MOHAMED ALI HASSAN 

二国間協力局アフリカ・アジア担当部長顧問 Mr. ISMAIL MOHAMED DJAMA 

設備運輸省 

  大臣 Mr. ELMI OBSIEH WAIS 

  海事局長 Mr. ALI-MIRAH CHEHEM DAOUD 

  海事局公害防止・海事支援部長 Mr. ISMAEL YOUSSOUF HERSI 

  海事局船舶航海検査部長 Mr. HOUSSEIN SOUGUE MIGUIL 

  海事局海運業務部長 Mr. AHMED MOUSSA AHMED 

  陸上運輸局長 Mr. OMAR WAHIB AREF 

  設備局長 Mr. MAHAMOUD AHMED AWALEH 

大統領府官房長 Mr. ISMAIL HOUSSEIN TANI 

 

4) ジブチ港 

ジブチ政府代表 Mr. ADEN AHMED DOUALE 

       海事技術顧問 Mr. ANDRIAMANANTSEHENO MICHEL AIME 

技術局 

  局長 Mr. SAAD OMAR GUELLEH 

    船舶部長 Mr. MAHAMOUD HASSAN DJAMA 

港湾局長（ハーバーマスター） Captain MOHAMED MOUSSA ABAR 

港湾局フェリー担当部長 Mr. ALI HASSAN 

 

5) 県・地方行政機関 

タジュラ県 

   県知事 Mr .ABDOURAZAK DAOUD 

  県議会副議長 Mr. OMAR HOUSSEIN 

オボック県 

  県知事 Mr. OMAR FORADO MOHAMED 

  県知事補佐官 Mr. ALI MAKI 

  長老 Mr. HASSAN MEHEKE 
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6) その他 

小型監視艇(ALI-AUDOUM)サブキャプテン Mr. SALEM AHMED 

小型監視艇(ALI-AUDOUM)機関長 Mr. ABDI ABDILLAHI 

 

ジブチ沿岸警備隊 Mr. AHMED DAHER DJAMA 

 

(有)紅海水産社長（ジブチ中央魚市場長） Mr. YOUSSOUF MOUSSA DAWALEH 

 

GENERAL TRANSPORT SERVICES 

                 Principal Surveyor Captain SHISHIR PANDE 

 

 

      

6．調査結果概要 

 （１）先方との協議結果 

 

１） 要請内容の確認 

要請書に添付されたフェリーボートの内容について確認したが、隻数、定員、速力、寸法など全

ての問題で明確な返事はなかった。隻数については２隻のうち、利用するのは１隻で、１隻は予備

という説明だったが、シャトル配船の話を協議する段階で２隻が必要という見解となり、調査の最

終段階では２隻のフェリーボートが大前提のような説明となっていた。 

定員については前回予備調査で提示された運航実績からは、要請書で記述されている定員のボー

トは必要ないのではないかと確認したところ、顔パスで乗る乗客が半分位おり、実際に何％位の人

達が無賃乗車しているかは不明であるという説明があった。 

速力については、要請のフェリーボートは既存のフェリーボートに比べ、速度が速く、スピード

アップは運賃に跳ね返って料金アップが必要になると説明した結果、現状のスピード（約９ノット）

が維持できれば良いという回答があった。 

また、乾舷（船舶の舷側水面よりの高さ）については、当初、十分でないため波が船内に打ち込

み、荷物が濡れてしまうのでもっと高くして欲しいという説明があったが、実際の運航状態につい

て確認した結果、逆に深さを下げて風による横流れを少なくして欲しいと言う全く逆の要望がなさ

れた。 

 

２）実施機関 

現在フェリーボートの運航を行っているジブチ港は「自治港」組織であるが、資金面、運営面は

ドバイ自治港が支えており、公的役割は果たすものの、利益の配当がある等、民間的な性格も併せ

持つ組織体となっている。新たにフェリーボートを調達する場合、実施機関は設備運輸省の海事局

が運航することになる。設備運輸省海事局はフェリーボートの運航について経験は無く、又現在の

陣容でフェリーボートを運航することは出来ない。設備運輸大臣はこの点に関して、フェリー運航

有資格者を新たに雇い入れること、また運営維持管理に必要な予算措置を講ずることを文書で約束

した。運航に関してはジブチ港のハーバーマスターと設備運輸省海事局が十分協議の上、実施体制

を構築する必要がある。 
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３）その他 

資料収集や現地調査のための窓口となったのは最初ジブチ港の技術部であった。当方が送付した

質問書は持っていたが、資料は全く準備されていなかった。そればかりか、必要な資料の項目を伝

えるとそれに合わせて一つ一つ資料を揃えてゆくような状態で、担当者が資料の内容について理解

していないため吟味すること自体が難しい状態であった。 

 

（２）現地調査（踏査）結果 

 

現地調査としてフェリーボート、上架施設、フェリーターミナル、乗組員並びに運航管理要員の

運航管理能力、維持管理要員の維持管理能力、陸上交通としての道路の状況を調査したのでそれぞ

れについて記述する。 

 

１）フェリーボートについて 

1981年にドイツ国の無償資金協力により供与された1隻のフェリーボートはジブチ ー タジュラ、

ジブチ ー オボック間を振り子配船により旅客、車輌、動物、建設資材、生活物資、炭及び漁獲物

等の輸送に従事し、2004年6月まで稼動してきた。本年初頭には長期間の修繕工事のためのドック

入りを余儀なくされたが、更に救命設備が十分でないという安全上の理由により2004年６月15日

には設備運輸省海事局による運航停止要請が出され、同年7月1日には運航が停止され、調査団が

派遣された現在までフェリーは港に係留されたままであった。(写真1-1から写真1-7参照)  

同フェリーの船体外板板厚並びに肋骨（フレーム）の板厚を計測した結果、一部の外板は板厚不

足で早急に張り替える必要が有り、残る殆どの外板も1、2年以内に張り替えなければならない状態

であった。（表１− １参照）さらにフレームはその肉厚が不足しているだけではなくフレームの付け

根部分が腐食により消滅している部分もかなり有り、又外板張り替え工事後のフレームが欠落して

いる部分も有るなど非常に危険な状態であった。(写真1-8から写真1-10参照） 

同フェリーを今後長期間の運航の用に供するためには2、3年前に全面張り替えを行ったデッキの

板と骨を除く全ての外板と骨材を入れ替えなければならず、これらの改修工事は新船建造に近い金

額がかかると考えられるが、安全備品の調達もままならない財政状態を考えると修理はほぼ不可能

と考えられる。 

 

２）上架施設について 

ジブチ港構内に設けられた上架施設の能力は下記のとおりである。 

 

最大許容荷重  キール船  中心線ブロックに対し    18 ton/m 

        非キール船  横方向固定ブロックに対して 11.5 ton/m 

 

許容量     キール船に対して最大荷重 400ton 

                       Loa=41m, Lpp=38m, 平均幅B=8m 

                フラットボトム船に対して最大荷重500ton 

                       Loa=35m,最大幅=13.32m 

 

スリップウエイ傾斜 ＝7.5% 
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引き上げ距離    ＝78.3m 

引き上げ速度    ＝1.25m/sec 

 

上記の上架施設では、要請されたフェリーの上架は不可能である。 

一方、現地で図ったスリップウエイの寸法は図１− １及び１− ２のとおりである。この図には計

測時点の水線高さ(1.08m)及び年間を通じての最満潮と最干潮の水線高さ(3.05m及び0.15m)、プロ

ペラシャフトの最下端点（スリップウエイ上1.4mと仮定）を示した。この図から50m位までの長さ

の船は上架可能で有ると推定出来る。但し船尾部に作業用のプラットフォームを作らない場合は船

底部の作業に若干時間的な制約を受けることが考えられる。(写真1-11から写真1-14参照） 

 

３）フェリーターミナルについて 

① ジブチ港 

・ コンクリート構造固定船着きランプの下部が空洞となっており、車輌の上下船時に陥没を

起こす危険があるため、現在の状態のまま使用可能かどうかを専門家に判定させ、使用不

可の場合この修復が必要である。(写真1-15及び写真1-16参照）  

・ フェリーターミナルの左舷に位置する係船用ビットが設置されているコンクリートブロ

ックには接舷時の船体損傷を防ぐために大型の防舷材を設けなければならない。 

・ 乗降時間の短縮と乗降時の安全性を確保するため、コンクリートブロック間及びコンクリ

ートブロック - フェリーターミナルを結ぶ旅客用プラットフォームを製作する必要があ

る。 

② タジュラ港及びオボック港 

・船舶の接舷時の船体損傷を防ぐための防舷材は、損耗しており、交換又は新設しなければな

らない。 

・ジブチ港同様、乗降時間の短縮と乗降時の安全性を確保するため、コンクリートブロック間

及びコンクリートブロック - フェリーターミナルを結ぶ旅客用プラットフォームを製作しな

ければならない。(写真1-17から写真1-22参照） 

４）乗組員並びに運航管理要員の運航管理能力について 

（ⅰ）設備運輸省海事局 

本計画の責任機関となる設備運輸省海事局は 1989 年から 1991 年にかけて日本の無償資

金協力により供与された5隻のボートの内２隻を保有し運航している。２隻のボートの運航

並びに保守は乗組員を含め総員１0名（甲板部5名、機関部4名及び電気部1名、計10名）
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の技術者で行われている。これら運航保守要員は通常万能船の運航並びに保守業務に従事し

ているが、他の１隻を運航する場合は状況に応じて２班に分かれて運航している。 

エンジンに関してはメーカーが作成した保守基準に従って作業しているがその内容は経

過時間ごとに機器の点検や交換等の内容を示したものに過ぎず、計測・記録及び修理の判定

規準はない。海事局技術者による保守は定期的な機関の目視確認や定期的な潤滑油および漉

し器の交換を除き不具合が発生した時の個別対応に過ぎず、事故防止には効果がない 

機関部のオーバーホールなど複雑な工事はメーカーからの技術者が行う。 

船体については錆は出っぱなし、手すり損傷部等もそのままで、定期的・日常的な保守

がなされていない。建造当初は日本海事協会の船級に入級していたが現在は脱級しており、

船舶の安全性も確保されているとは言い難い。また、修理方法の決定は計測等の定量解析に

基づくものは皆無であり修理前後の定性・定量記録もない。 

１２月１７日に海事局所属の監視船でオボックに行く事になり船長並びに乗員の実務

を見る機会を得た。(写真1-23参照）船長は次席の船長と言うことだったが、何度も接岸に

失敗するなど入港状態での技術から判断すると大型フェリーの操船は非常に厳しいのでは

無いかと思われるほど、緊張し神経質になっていた。まだまだ教育と経験を積むことが必要

だと思われる。又他の船員達も航行中に口論が始まってしまうなど技術以前の問題があり、

船員教育も必要と感じた。 

フェリーが供与された場合、現行の乗組員だけで運航が困難であることは明白である。

海事局は新たな要員を確保して運航に当たるとしているが、安全性を確保した技術レベルが

維持できるか不明である。 

運航並びに保守に関してジブチ自治港（特にポートキャプテン）も全面的な支援を約束

しているので教育は必要であるが運航することは可能で有ると考えられる。 

 

(ⅱ) ジブチ自治港技術課 

ジブチ自治港は民間企業として現行フェリーの運航・保守を行っているが①安全備品の不備のた

め長期間の係留を余儀なくされている、②船体の運動性能に関する基本的な知識が欠如している、

③運航実績の記録がない等、運航技術・予算管理を含めてその運航管理能力は低いと言わざるを得

ない。 
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５）維持管理要員の維持管理能力について 

維持管理は民間企業であるジブチ自治港により行われるが、ジブチ自治港には機械工場、部品倉

庫、修理用引き上げ船台（スリップウエイ）が併設されており、機械工場には旋盤、ボール盤、シ

アリングマシーン、ベンダー、溶接機など船体及び機関の修理に必要な基本的な機械・工具は揃っ

ている。ジブチ自治港は現行フェリーの保守を行ってきたが、船体外板や骨に重大な問題が有って

も認識できない等、維持管理能力としては低く、船体清掃・塗装及び単純な機械加工や船体主要部

以外の溶接等は出来るが、大規模な船殻工事及び機関、電気の工事は運営委託をしているドバイ自

治港に頼らざるを得ない。部品倉庫は整然と整理され(写真1-24参照）、管理も行き届いているが

部品購入に関しても、技術的・金銭的な理由でドバイ自治港に頼らざるを得ない。 

 

６）陸上交通としての道路の状況について 

フェリー輸送の代替の可能性が考えられるジブチ－タジュラ－オボックの道路状況調査を実施し

た。調査はジブチ－タジュラ間、タジュラ－オボック間の二区間に分けて実施した。 

 

 ジブチ－タジュラ 

 タジュラ/ジブチ間の道路（173km）は、山岳地帯の舗装道路で、舗装された部分は車での走行は

可能であるが、途中5箇所程ワジ（ Wadi、涸れ川 ）が道路を寸断している。また、数箇所の落

石危険区間があり、道路脇にはトラックが数台落ちていた。(写真1-25及び写真1-26参照） 

 実際、タジュラ向けには普通乗用車の通行が禁止されており、四輪駆動車のみが許可されてい

る。1日5往復のミニバス（10～12人乗り）が運行されているとのことだったが、ミニバスがど

のような運行をしているのか、実際に走っているところは見ることができなかった。 

  

  この区間の所要走行時間は一般的に2時間とされているが、実際に走った結果、2時間30分～

40分はかかった。（07:20/10:00）ミニバスはこれ以上の時間がかかっているものと思われる。ミ

ニバスは完全に民間業者の運行するもので、設備・運輸省は監督していない。運行時間表はなく、

需要に従って運行され、多い時（新年、夏期休暇時、祭り等）は一日当たり4～5便になることも

あるが通常は 1～2 便である。料金は DF1,000/人で、携帯品は別料金となる。タジュラ県の住民

は極端に貧しく、これまでも、DF600（約420円）のフェリー料金が支払えず、半ば公認で無賃利

用する住民が多かったという。（フェリー利用客の10%位とも30%～40%ともいう）従って、DF1,000

のミニバスを利用する客は極一部の住民に限られる。 
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タジュラ－オボック 

 オボック/タジュラ間の道路（62km）は、海岸沿いの丘陵地帯に続く砂利道路を、5、6 本の大き

なワジ（ Wadi、涸れ川 ）が横断して海岸線の扇状地を形成している。(写真1-27から写真1-29

参照） ワジに橋梁、カルバートが架設されていないため、降雨時を避けて侵食された川底や川

岸を通過できる車両は、4 輪駆動車のランドクルーザーや床の高いトラックしかない。実際走行

中に約40箇所の危険地帯を通過したが、その難所は4輪駆動車でも事故につながりかねないほど

の悪路で、晴天にもかかわらず非常に危険であった。雨天ともなれば、事実上交通不能である。 

  

 

７）民間のフェリー会社について 

フェリー休航以後、タジュラ－ジブチ間の海上輸送は民間一本となり、経済的には大きな打撃

だが、もともと最低水準の運賃しか負担でないため、フェリー休航以降の民間運賃が高騰するこ

とはなく微増となっているという民間人の説明があった。船はダウ船で、貨物輸送が主力である。

標準船型で50kg/袋の食用粉類を1500袋積載でき、片道約2時間でジブチに着く。料金はFD6/kg

程度である。 

 

（３）結論要約 

 

 本件計画を無償資金協力として実施するためには、以下の点について日本国政府とジブチ国政府

との間で、検討・調整することが必要である。 

 

①ジブチ自治港フェリー事業の公営事業への移管  

現行の運航・保守管理組織はジブチ自治港という２０００年に民営化された組織であり、ジブチ

政府とドバイ自治港の２０年間のコンセッション契約によりドバイ自治港の運営下にある。ジブチ

自治港の経営上の利益の半分は外国企業であるドバイ自治港の利益になる。現行の民営化された組

織形態について、ジブチ政府はフェリー事業を公営化することを約束しているが、２０年のコンセ

ッション契約をどのように変更して、公営化するのかは明らかではない。基本設計調査は、調査の

開始から最終報告書の作成までの期間が短く、フェリー事業の公営化は基本設計調査開始前にジブ

チ政府により確実に担保される必要がある。 

②船の運営能力、維持管理能力の改善 

現行フェリーを運航しているジブチ港は、フェリーの運航経験は有するものの、船の管理のため

の総合的・効率的な運営能力は低い。また船体及び設備の整備時の板厚・損傷・磨耗部分の寸法・

温度等数字及び図面の記録もほとんどなく、整備は経験と勘に頼っている部分が多く、基本的な安

全に対する意識も非常に低い。こうした意識の改善は、無償資金協力の中で解決するのは到底不可

能であり、技術協力の併用が検討される必要がある。 
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③ フェリー事業の採算性の確保 

現行フェリーは赤字経営となっており、その原因は、老巧化した船の修繕費の問題も大きいが、

無賃乗船の問題に代表される料金徴収の問題がある。無賃乗船については、ジブチ港が半ば黙認し

ており、乗客だけでなく、フェリー事業に携わる人々の意識の改革が必要である。 

また、車輌及び貨物に対する料金は著しく低めに設定されおり、収益の確保を困難にしている。

こうした問題は、企業会計の確立という問題とともに、フェリー事業に携わる人々の意識の改善の

問題もあり、基本設計調査の中で解決するのは不可能である。フェリー事業の採算の確保のための

料金徴収および料金設定について、事業の採算性の確保を優先課題として、経営の健全化を図ると

いう観点から、ジブチ政府から公式な見解を前もって得ておく必要がある。 

④要請内容の調整 

後述するように、要請内容は、現在のジブチの運送需要や経済性からみて過大であり、要請内容

については、大幅に見直す必要がある。本報告書では上記の問題が解決されることを前提として、

第３章に示すような内容を提言しているが、ジブチ政府としては了承されたものではない。政府内

で十分検討し、必要な協力内容について調整し、改めて日本政府に通知する必要がある。また、フ

ェリーターミナルについては、安全性及び効率性の点から改善が必要な箇所が確認されている。こ

うした施設をどのような費用負担により補修していくのか、基本設計調査実施前には必ず明確にす

る必要がある。 
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表１− １ 現存フェリーボート "BAC DE L'UNITE"の板厚計測結果 

現存フェリーボート "BAC DE L'UNITE"の板厚計測結果 

          

 計測日  平成 16 年 12 月 11,12 日      

 船齢  23      

          

位置 板厚 
区画 名称 横   

フレーム 
縦フレーム 右舷/左舷 

初期値

(mm)

計測値 

(mm) 

腐食量 

(mm) 

年間の

腐食量

(mm)

残存耐

用年数

(年)

船尾倉 船側外板下部 Fr.3 Bott - Fr1 右舷 7 5.20 1.80 0.078 -0.6

 〃 船底外板 Fr.2 Fr.1 - Fr2 右舷 7 5.39 1.61 0.070 2.0

後部空所 船底外板 Fr.9 Fr.1 - Fr2 左舷 7 5.35 1.65 0.072 1.4

 〃 船底外板 Fr.9 Fr.7 - Fr8 左舷 7 5.38 1.62 0.070 1.9

船中央空所 船側外板下部 Fr.43 Bott - Fr1 右舷 7 5.34 1.66 0.072 1.3

  〃 船側外板下部 Fr.43 Bott - Fr1 左舷 7 5.34 1.66 0.072 1.3

  〃 

船側縦通梁の 

ウエブ Fr.43 Fr2 右舷 8 3.40 4.60 0.200 -13.0

  〃 

船側縦通梁の 

ウエブ Fr.43 Fr2 左舷 8 5.10 2.90 0.126 -7.1

船中央空所 船底外板 Fr.43 Fr.10 - Side 右舷 7 5.33 1.67 0.073 1.1

  〃 船底外板 Fr.43 Fr.10 - Side 左舷 7 5.33 1.67 0.073 1.1

燃料タンク

付き空所 船底外板 Fr.56 Fr.8 - Fr9 右舷 7 5.36 1.64 0.071 1.5

  〃 船底外板 Fr.56 Fr.7 - Fr8 左舷 7 5.33 1.67 0.073 1.1

  〃 船側外板下部 Fr.57 Bott - Fr1 左舷 7 5.19 1.81 0.079 -0.8

  〃 

船側縦通梁の 

ウエブ Fr.57 Fr2 左舷 8 5.34 2.66 0.116 -5.7

バ ラ ス ト 

タンク 船底外板 Fr.74.5 Fr.1 - Fr2 左舷 7 5.36 1.64 0.071 1.5

  〃 船底外板 Fr.74.5 Fr.10 - Side 左舷 7 5.24 1.76 0.077 -0.1

  〃 船底外板 Fr.74.5 Fr.10 - Side 右舷 7 5.38 1.62 0.070 1.9

  〃 船側外板下部 Fr.74.5 Bott - Fr1 左舷 7 5.34 1.66 0.072 1.3

残存耐用年数は次のように考えている       

1) 板厚が初期値の 75%となったときが寿命と考える。      

2) 年間腐食量は腐食量を船齢で割ったものである。      

3) 初期板厚をT0 mm, 計測板厚をTmeasured mm, 年間腐食量をt mmとすると    

残存耐用年数 = (Tmeasured - 0.75T0 )/t       

 (計算結果の"-"符号は耐用年数を過ぎたことを意味する)     

参考:  NK(日本海事協会)の標準的年間腐食量は 0.1mmと考えている。    
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第２章 要請の確認 

２−１ 要請の経緯 

2002 年 4 月、ジブチ共和国（以下「ジ国」）政府は我が国に対し、社会経済の発展

に資するべく、基礎教育、保健・医療、交通運輸の 3 部門にかかる無償資金協力を要

請してきた。交通運輸部門 3 件の内の 1 件としてタジュラ湾海上輸送整備計画が提案

され、フェリーボート 2 隻（大型 1 隻、小型 1 隻）の調達が要請された。国際協力事

業団（現国際協力機構）は「貧困対策支援計画予備調査」を行うべく 2002 年 8 月 31

日から 9 月 15 日にかけて、「ジ」国へ調査団を派遣し、これらの要請について貧困対

策支援としての妥当性、実施可能性の確認を行った。その結果「タジュラ湾海上輸送

整備計画」（2 隻のフェリーボート供与計画）は貧困対策計画要請に含まれる各種の要

請項目の内、その優先順位は、基礎教育強化計画、ダル・エル・ハナン産科医院拡張

計画に次いで、第三位の優先順位となった。 

また、調査の結果「タジュラ湾海上輸送整備計画」に関しては、エンジン・船体な

どの老巧化が著しいこと、北部地方への交通はフェリーに依存しており混雑を極めて

いることは確認されたが、先方の実施体制、維持管理体制等に関する情報が不足して

おり、また、要請されているフェリーボートの規模が上架施設の容量を超えているな

ど技術的な観点から本計画実施の妥当性について不明な点が残ったため実施には至ら

なかった。その後フェリーボートは老朽化により修理のための欠航が多くなり、運行

が維持できなくなってしまったため「ジ」国政府は優先順位を繰り上げて再度我が国

に対し「タジュラ湾海上輸送整備計画」としてフェリーボート 2 隻（大型 1 隻、小型

1 隻）の調達にかかる無償資金協力を要請してきた。 

JICA は「タジュラ湾海上輸送整備計画予備調査」を行うべく 2004 年 11 月 27 日か

ら 12 月 28 日にかけて、「ジ」国へ調査団を派遣し、これらの要請について不明な点を

明らかにするとともに、無償資金協力としての本計画の必要性、妥当性、緊急性及び

実施可能性について確認を行った。 

 

２−２ 要請の背景 

ジブチ共和国（以後「ジ」国）はアフリカ大陸の北東部に位置し、関東地方の約 3 分

の２、四国の約 1.2 倍の面積を有する小さな国である。東南部はソマリア、南部及び西

部はエチオピア、北部はエリトリアと接し、東部は「ジ」国のほぼ中央まで延びている

タジュラ湾の湾口がアデン湾に面し、紅海とインド洋を結ぶ海上交通の要衝の地として

現在注目を浴びている国である。フランスの植民地であったアファール(Afarsaaa)・イ

ッサ(Issas)が 1977 年 6 月 27 日に独立しジブチ共和国となった。「ジ」国は約 23,200Km2

の面積を有し、その大半は溶岩や砂漠の不毛の土地である。人口は定かではなく「ジ」

国大使館のホームページによると約 96 万人、国連人口部によると 2003 年年央推定で
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70 万人(2000 年年央推定で 63 万人）、2001 年の１人当たり国民総所得は 890 ドルであ

る。公用語はアラビア語、フランス語、ソマリ語、アファル語であるが政府機関及び企

業の上層部には英語で意志の疎通を図れる人が多い。国民の 95％はイスラム教徒であ

り、金曜日が休日である。「ジ」国の首都はジブチ市であり、ジブチ市の中心部は北緯

11 度 36 分、東経 43 度 09 分に位置する。又、大使館のホームページによると首都の人

口は 42 万人となっているが、国連人口部の推定によると 1999 年のジブチ市の人口は

52 万人であり全人口同様、首都の人口も定かではない。大使館のホームページによる

と全人口 96 万人中 42 万人、すなわち 44％が、又国連人口部の推定において 1999 年の

全人口を 61 万人と推定するとその内 52 万人、すなわち全人口の約 85％が首都ジブチ

市に集中していることになる。 

気候的には 5-9 月が乾期で、非常な高温となり最高気温で 45℃を記録したこともあ

る。又 10-4 月は地中海型夏気候として平均気温 25℃の比較的温暖な地であるが、調査

団が派遣された 12 月は雨期で、早朝又は午前中にパラパラと小雨が降ることはあった

が、激しい降雨を経験することはなかった。 

通貨はジブチフラン(Fd)で 1950 年以降 US$に対して固定相場制を敷いており、その

為替レートは 1US$=177.721Fd である。「ジ」国の主な産業はサービス業、漁業、農業（牧

畜）であるが東部アフリカ１４カ国に繋がる鉄道と道路を有するため海の玄関としての

役割が大きく、その収入の 70％位はジブチ港に入港する外国船の関税や手数料等であ

る。 

「ジ」国はジブチ（Djibouti)、アリサビエ(Ali sabieh)、ディキル(Dikhil)、タジ

ュラ(Tadjoura)、オボック(Obock)の五つの県(district)に分かれており、各県には大

統領により任命された県知事がいる。アリサビエ(Ali sabieh)及びディキル(Dikhil)、

はジブチの近くに位置し、比較的良く整備された幹線道路により人並びに物資の移動が

行われている。一方タジュラ及びオボックはタジュラ湾を挟んでジブチの西南及び西北

の対岸に位置し、人及び物資の移動はその殆ど全てが海上交通により賄われている。ジ

ブチ、タジュラ、オボックを結ぶ幹線道路は有るがその約３０％近くが未整備であり、

雨期になると山岳部からの泥水が道路を掘り崩してしまうため路面状況は極端に悪く、

晴天の日においても４輪駆動車又はトラックでなければ通行不可能である。そのため辺

境の地であるタジュラとオボックの住民にとって、ジブチとタジュラ、ジブチとオボッ

クを結ぶフェリーボートは非常に重要な海上交通輸送機関となっているが、同フェリー

ボートは 1981 年にドイツ政府から供与されたものであり、老巧化が激しく船舶の安全

基準にも適っておらず、2004 年 7 月から運航が出来ない状態である。 

こうした状況下、「ジ」国政府は増え続ける海上輸送への需要に応えると共に、北部

地域への人と物資の往来を安全かつ効率的に行うためにフェリーボート2隻（大型1隻、

小型 1 隻）の調達について我が国に対し無償資金協力を要請してきた。 
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２−３ サイトの状況と問題点 

”１要請の経緯”及び”２要請の背景”で述べたようにフェリーボートそのものは老

巧化が激しく代替えを必要としているが、運航の責任機関及び維持管理の実施機関に関

しては次のような問題がある。 

 

（１）運営管理、維持管理上の問題点 

本計画が実施された場合、責任機関となることが想定される設備運輸省海事局は1989

年から 1991 にかけて日本の無償資金協力により供与された 5 隻のボートの内２隻を保

有し運航している。２隻のボートの運航並びに保守は、乗組員を含め総員１0 名（甲板

部 5 名、機関部 4 名及び電気部 1 名、計 10 名）の技術者で行われている。これら運航

保守要員は通常万能船の運航並びに保守業務に従事しているが、他の１隻を運航する場

合は状況に応じて２班に分かれて運航している。エンジンの保守に関してはメーカーが

作成した保守基準に従って作業しているがその内容は経過時間ごとに機器の点検や交

換等の内容を示したものに過ぎず、計測・記録及び修理の判定規準はない。海事局技術

者による保守は定期的な機関の目視確認や定期的な潤滑油および漉し器の交換を除き

不具合が発生した時の個別対応に過ぎず、保守本来の目的である事故を未然に防ぐこと

は、期待できる状況ではない。特に、機関部のオーバーホールなど複雑な工事は、開示

局の技術者では対応できず、メーカーから技術者に依頼している。また船体に関しては

手すり損傷部等もそのままで、定期的・日常的な保守がなされているとは思えないもの

であった。 

建造当初、ボートは日本海事協会の船級に入級していたが、現在は脱級しており、船

舶の安全性が確保されているとは言い難い。また、修理方法の決定は計測等の定量解析

に基づくものは皆無であり修理前後の定性・定量記録もない。 

１２月１７日に海事局所属の監視船でオボックに行く機会を得、船長並びに乗員の実

務を見る機会を得た。船長は次席の船長だったが、何度も接岸に失敗するなど入港状態

での技術から判断すると大型フェリーの操船は非常に厳しいのでは無いかと思われる

ほど、緊張し神経質になっていた。まだまだ教育と経験を積むことが必要だと思われる。

又他の船員達も航行中に口論が始まってしまうなど技術以前の問題があり、船員教育も

必要と感じた。フェリーが供与された場合、現行の乗組員だけで運航できないことは明

白である。海事局は新たな要員を確保して運航に当たるとの事であったが、要員を確保

するだけで、運航技術を確立することは極めて困難である。 

運航並びに保守に関して民間企業であるジブチ自治港がフェリーの運航・保守を行っ

ており、海事局局長もジブチ自治港の支援による運航能力の確立を目指している。 

ジブチ自治港には機械工場、部品倉庫、修理用引き上げ船台（スリップウエイ）が併

設されており機械工場には旋盤、ボール盤、シアリングマシーン、ベンダー、溶接機な

ど船体及び機関の修理に必要な基本的な機械・工具は揃っている。船体清掃・塗装及び
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単純な機械加工・溶接の技術能力はあるが、大規模な船殻工事及び機関、電気の工事に

ついては運営委託をしているドバイ自治港に頼らざるを得ない。部品倉庫は整然と整理

され、管理も行き届いているが部品購入に関しても、技術的・金銭的な理由でドバイ自

治港に頼っている。 

ジブチ自治港は 2000 年に民営化され、ジブチ政府とドバイ自治港のコンセッション

契約によりドバイ自治港による 20 年の運営委託下にあり、同港の経営益は折半となっ

ている。フェリーボートに掛かる諸経費については政府に納める経営益の折半分から差

し引かれて納めている。 

このような状況にあって、ジブチ港組織は収益性の高いターミナル部門と採算の取れ

ない在来組織に、人材を分けて配置し、優秀な人材は収益性の高いターミナル部門に配

置している。 

メンテナンス部門については、通常の港湾では、船舶、コンテナ機器を含む全般を一

つの保守部門が担当するのが普通であるが、ジブチ港ではコンテナ・ターミナル部門は

独立したメンテ部を持ち、技術者も精鋭を集めている。コンテナ機器以外のメンテナン

スは技術部が担当しているが、ターミナル部門のメンテ部の技術水準より低い。 

ジブチ港全体のメンテ技術水準向上については 2010 年を最終年次とする技術者育成

計画があるが、調査期間中にその内容は確認できなかった。 

 

（２）サイト上の問題点 

また、サイトの問題点として上架施設に関しては第１章調査概要の”（２）現地調査

（踏査）結果の”２）上架施設について”で述べているように作業時間等に若干の制約

を受ける可能性はある。 

第１章調査概要の”３）フェリーターミナルについて”で述べたようにジブチ港につ

いてはコンクリート構造固定船着きランプの下部が空洞となっており、車輌の上下船時

に陥没を起こす危険があるため、現在の状態のまま使用可能かどうかを専門家に判定さ

せ、使用不可の場合この修復が必要である。 

ジブチ、タジュラ、オボックの各港の係船用のコンクリートブロックの防舷材は損耗

しており、交換又は新設が必要となっている。 

また、船側に上下船口を設ける場合、旅客の安全を図るため、コンクリートブロック

間及びコンクリートブロック - フェリーターミナルを結ぶ旅客用プラットフォームを

製作しなければならないが、旅客用プラットフォームの製作と防舷材の設置３カ所で約

数千万円の費用がかかると考えられる。設備運輸省海事局がこれらの資金の負担が可能

か、慎重に見極める必要がある。 

 

（３）民間企業としてのジブチ自治港の問題点 

現行の運航・保守管理組織は、ジブチ自治港という２０００年に民間化された組織で、

ジブチ政府とドバイ自治港の２０年間のコンセッション契約によりドバイ自治港の運
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営化にある。ジブチ自治港の経営上の利益の半分は外国企業であるドバイ自治港の利益

になる。現行の民営化された組織形態について、ジブチ政府はフェリー事業を公営化す

ることを約束しているが、２０年のコンセッション契約をどのように変更して、どのよ

うな組織形態の公社にするのかは明らかにしていない。 

 

（４）フェリー事業の採算性 

現行フェリー事業は赤字経営となっており、その原因としては、老巧化した船の修繕

費の問題も大きいが、無賃乗船の問題等、料金徴収並びに料金設定も大きい。無賃乗船

については、ジブチ港が半ば黙認しており、乗客だけでなく、フェリー事業に携わる人々

の意識を変革することが必要である。 

また、車輌及び貨物に対する料金は著しく低めに設定されており、収益の確保を困難

にしている。 

本計画について、要請内容を調整した上でのシュミレーションを別添計算書 4-1 に示

す。シュミレーション結果で明らかなように、減価償却費を含まない金額で大幅な赤字

となっており、現状の輸送量と価格設定を前提とした場合、フェリー事業の採算は非常

に厳しいものとなっている。 

２−４ 要請内容の妥当性の検討 

２−４−１ 要請内容 

2002 年 4 月付の「ジ」国の要請書内容は下記の通りであり、その概略は大フェリー

ボート及び小型フェリーボート各一隻の機材供与である。 

(1) 大型フェリーボート 1 隻 

「要目」 1. 船体部 

    全長 ： 約 49.00 m 

    長さ(垂線間) ： 約 46.20 m 

    幅(型) ： 約 11.50 m 

    深さ(型) ： 約 3.00 m 

    喫水(計画) ： 約 2.30 m 

    総トン数 ： 約 600 トン 

    速力 ： 約 12 ノット 

    最大搭載量 ： 280 トン、ﾀﾞﾝﾌﾟトラック x 10 台 

    乗客定員 ： 250 名 

    乗組員数 ： 10 名 
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 2. 機関部 

    主機関 ： 逆転減速機付 4 ｻｲｸﾙ ディーゼル機関 

            1100 KW x 2 台 

    推進器 ： 固定式 x 2 基 

 

(2) 小型フェリーボート 1 隻 

「要目」 1. 船体部 

    全長 ： 約 25.95 m 

    長さ(垂線間) ： 約 21.43 m 

    幅(型) ： 約 6.80 m 

    深さ(型) ： 約 2.30 m 

    喫水(計画) ： 約 1.00 m 

    総トン数 ： 約 100 トン 

    速力 ： 約 13 ノット 

    最大搭載量 ： 15 トン、(車輌を除き) 

    乗客定員 ： 49 名 

    乗組員数 ：  5 名 

 2. 機関部 

    主機関 ： 逆転減速機付 4 ｻｲｸﾙ ディーゼル機関 

            500 KW x 2 台 

    推進器 ： 固定式 x 2 基 

 

上記のフェリーボートが要請として妥当であるかどうかを検討するが、現地調査期間

中に「ジ」国の要請内容は同型姉妹船２隻のフェリーボートに変更されている。しかし

ながら具体的なスペックは示されず、今回の調査を通じて得た情報やデーターに基づい

て現地が最も必要とする大きさ・性能のフェリーボートを提案しその妥当性を検討する。 

 34



２−４−２ 要請内容の検討 

１．大型フェリーボートの妥当性について  

（１）計画船の速度について 

 現行のフェリーボートの速度は「表２−１運航実績から見た巡航速力」に示すように

は約９ノットである。「計算書２−１ 現有船と計画大型高速フェリーの年間収支の比較

検討」から推定出来るように、要請された計画船の巡航速力は１２ノットであり今まで

より３ノットスピードアップする。 

その結果、燃料等の動力費だけで年間概略 16,173,842Fd ほど経費が余計に掛かるこ

ととなる。ジブチ国民１人当たりの国民総所得を 890US$(158,200Fd)、年間労働時間を

1800 時間と見ると、１人１時間当たりの国民総所得は 88Fd である。平均距離が 22.95

海里で９ノット及び１２ノットの場合の所要時間はそれぞれ 2.550 時間、1.913 時間な

ので、スピードアップにより節約される時間は 0.637 時間である。 

年間約 35.000 人が運ばれたとすると節約される時間は 35,000x0.637=22,295 時間で

あり、この時間が生産に結びつくと仮定すると 22,295x88=1,961,960Fd の生産をもたら

すこととなる。すなわち単純に運航経費の内で動力費だけを考えてみても 1,961,960Fd

の生産をもたらすために 16,173,842Fd を国（税金）又は個人として支出しなければな

らない。この計算はあくまで理論値であるが、この結果から見ると、速力アップをする

経済的な妥当性は無いと考えられる。 

 35



（２）計画船の旅客定員について 

次に「表２-２ フェリーの入渠日数と運送量」から現存フェリーの片道の運

送乗客数を求めると次の様になる。 

 

現存フェリーの片道の運送乗客数 

旅客定員 150 Ｐ

1999 2000 2001 2002 2003
('99~'01)
3年間

('02~'03)
2年間

('99~'03)
5年間

タジュラ行き
往復の乗客数（人） 15,794 10,131 11,712 37,637
航海数（往復） 82 59 65 206
　片道の乗客数（人） 96 86 90 91
　乗船率 0.64 0.57 0.6 0.61

オボック行き
往復の乗客数（人） 8,517 10,431 10,004 28,952
航海数（往復） 50 86 79 215
　片道の乗客数（人） 85 61 63 67
　乗船率 0.57 0.41 0.42 0.45

タジュラ行き + オボック行き
往復の乗客数（人） 24,311 20,562 21,716 34,087 6,889 66,589 40,976 107,565
航海数（往復） 132 145 144 215 62 421 277 698
　片道の乗客数（人） 92 71 75 79 56 79 74 77
　乗船率 0.61 0.47 0.5 0.53 0.37 0.53 0.49 0.51

 

上の表から1隻で週4日稼働するとしても定員として100名もあれば十分と考えられ

るがこれはあくまでも平均なので人が集中して乗る月の場合を検討してみる。 

上記の現存フェリーの片道の運送乗客数の表より1999年から2001年の３年間のタジ

ュラ航路、オボック航路それぞれの乗客数を見るとタジュラ航路が 37,637 人運んでい

るのに対してオボック航路では 28,952 人しか運んでいない。（全体では 66,589 人） 

すなわち全旅客の56.5%(37,637x100/66,589=56.5)はジブチ ー タジュラ間の旅客と

考えられる。       

次に「表２−３ フェリーの月間運送量」を参照すると 2000 年 1 月に人が集中してい

るのでこの 1 月の乗客数を基準に適正な旅客定員数を求める。 

タジュラ航路の月間の最大旅客数は以下のとおりになる。 

 

タジュラ航路の月間の最大旅客数＝3,598 人 x 0.565=2,033 人 

 

ここで１月の航海数は週 6 日稼働すると考え、実績より稼働率を 0.86 と見るので 

 一隻の場合は 31 日 x 6/7 x 1/2 x 0.86= 11.4 日  

     二隻の場合は 31 日 x 6/7 x 0.8６= 22.9 日 

 

従ってフェリー一隻の場合の旅客定員は  

  2,033 人/(11.4 日 x2 回)＝ 89 人  

  

 又、フェリー二隻の場合の旅客定員は 
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      2,033 人/(22.9 日 x2 回)＝ 44 人  

 

結論としては、旅客定員は 1 隻の時は 100 名、2 隻の時は 50 名で十分であると考え

られる。しかしながら、要請書では旅客定員は 250 名となっており、過大であると判断

される。     

 

（３）計画船の車輌の搭載量について 

「表２−３ フェリーの月間運送量」より車輌の月間輸送最大台数は 2000 年 2月の 131

台と考えられる。最も車両の輸送需要が高まったケースとして、輸送車両がジブチ ー 

タジュラ間に集中した場合を考える。 

 

   タジュラ航路の月間の最大車輌数＝131 台  

 

ここで２月の実際の航海数はフルに稼働していると考えられるので 

     一隻の場合は 28 日 x 6/7 x 1/2 x 0.86= 10.3 日  

     二隻の場合は 28 日 x 6/7 x 0.8６= 20.6 日  

 

従ってフェリー一隻の場合の車輌搭載量は 

       131 台/(10.3 日 x 2 回)＝ 6.4 台 

 

又、フェリー二隻の場合の車輌搭載量は 

       131 台/(20.6 日 x 2 回)＝ 3.2 台    

         

一方、「表２−２ フェリーの入渠日数と運送量」より 99 ~ '03 年の「タジュラ航路＋

オボック航路」の車輌の輸送量は下記のとおりである。 

 

  輸送量 

  車（4 駆＋乗用車）  2,719 台 

  トラック  1,424 台 

      

従って車輌の中でトラックの占める割合は 

      1,424/(2,719+1,424) x 100= 34.4% 

 

又、車輌の中で車（4 駆＋乗用車）の占める割合は 

      2,719/(2,719+1,424) x 100= 65.6% 

上記に基づいてトラックと車の搭載量を求めると下記の通りである。 
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   フェリー隻数    １隻    ２隻  

            計算値 採用値 計算値 採用値 

１隻当たりの車輌搭載量 6.4 台  7 台     3.2 台 4 台 

トラックの占める台数 2.2 台   3 台    1.1 台  2 台 

車（4 駆＋乗用車）の占める台数  

 4.2 台    4 台         2.1 台  2 台 

         

結論として、同時に積む場合のトラック及び車の搭載量は 1 隻の時は３台及び４台、

2 隻の時はそれぞれ各２台が適当であると考えられるが要請ではダンプトラック 10 台

となっており「表２−２ フェリーの入渠日数と運送量」の項目中 1999 年から 2003 年の

各年の車輸送量及びトラック輸送量を参照するとこの様な搭載能力が必要なのかはな

はだ疑問である。 

         

（４）計画船の貨物の最大搭載量（載荷重量）について 

 「表２−３ フェリーの月間運送量」より貨物の月間最大輸送量は 2000 年 2 月の 253

㌧と考えられる。最も貨物の輸送需要が高まったケースとして、ジブチ － タジュラ間

に集中した場合を考える。 

週６日稼働と考え、稼働率を 0.86 とする。許容積載能力を X とすると 

  1 隻の場合 

       X x 30 x 3/7 x 2 x 0.86=253  

          X = 253/(30 x 3/7 x 2 x 0.86) 

          X = 8.5ton 

従って貨物の積載能力としては 10ton も有れば十分である。 

貨物の比重を 0.5 と考えると貨物倉の容積は２０m3となる。 

  2 隻の場合 

     航海数が倍となるので貨物の積載能力は 5ton で十分なので 

     貨物倉容積は 10m3となる。  

 

（５）計画船の動物の積載能力について 

動物の重量は１頭当たり０．３トンで見る。 

１航海当たりの最大の搭載量は「表２−２ フェリーの入渠日数と運送量」を参照する

と１０頭も考えれば十分であると考えられる。 
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従って１隻の場合 

      0.3 x 10 = 3 ton  

 

 

 但し収支計算においては大型動物が６割とみるので 

      大型動物 6 頭 

      動物 4 頭 

 

  2 隻の場合 

      0.3 x 5 = 1.5 ton  

 

     １隻の場合同様、収支計算においては大型動物を６割とみるので 

      大型動物 3 頭 

      動物 2 頭 

 

（６）計画船の清水について 

現存フェリーを参考に３トンと見る。  これは飲料水ではなくエンジン冷却及び雑

用水なので隻数に関係はない。   

 

（７）計画船の燃料及び潤滑油について 

馬力は現存フェリーとほぼ同程度（１隻の場合）になると考えられ、１隻の場合は１

８m3とする。 

２隻の場合エンジン出力が約１．７倍位になると考えられるが、船体が小さいので航

続距離を半分とすると搭載量は約８５％となる。従って、 

 

18 x 0.85 = 15.3m3なので 15m3とする。 

  

潤滑油は 0.5m3 を搭載することになる。   

 

以上より載荷能力として下記の値が要求される。 

          １隻の場合  ２隻の場合 

  項目  (t)   (t) 

  乗組員 10 名 1.50 ５名 0.75 0.15t/人 

  旅客    100 名11.00 50 名 5.50 0.11t/人 

  車輌  125.20  80.00  

  貨物  10.00  5.00  
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  動物  3.00  1.50  

  清水 3m3 3.00   3m3 3.00  

  燃料 18m3 14.90 15m3 12.50 

  潤滑油   0.5m 3 0.50 0.5m3 0.50 

  合計（載荷重量）  169.10  108.75   

（ここで車輌重量は「計算書２−２ 計画船の重心位置から見た最適長さ」参照） 

     以上より１隻の場合の載荷重量は 170 ton、２隻の場合は 110 ton で十分。 

   要請の載荷重量は 280 トンであり過大ではないかと考えられる。 
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第３章 結論・提言 

3-1 協力内容スクリーニング 

3-1-1 協力実施の必要性 

本年初頭、現行のフェリーボートは長期間の修繕工事のためのドック入りを余儀なくされたが、

更に救命設備が十分でないという安全上の理由により2004年６月15日には設備運輸省海事局によ

る運航停止要請が出され、同年 7 月 1 日には運航が停止され、調査団が派遣された現在までフェリ

ーは港に係留されたままである。その結果、「ジ」国の公共機関による海上輸送が停止し、陸路に

よる物資の輸送が困難なタジュラ・オボック及びその内陸に所在する各地に大きな影響を与えてい

る。このような状況は、タジュラ・オボックの住民の経済活動を阻害し、生活を不安定にするだけ

ではなく、ジブチ国政府に対する地方住民の不満を高め、政治を不安定にするなど、与える影響は

きわめて大きいものである。 

3-1-2 協力実施に向けての課題 

本計画は、上記のように必要性については、十分あるが、第２章までに考察したように、無償資

金協力として実施するには、以下の問題点があり、明確な解決策が「ジ」側から示されない限り、

基本設計調査の実施を検討すべきではない。 

①ジブチ自治港の公営化 

現行の運航・保守管理組織はジブチ自治港という２０００年に民営化された組織であり、ジブチ

政府とドバイ自治港のコンセッション契約によりドバイ自治港の運営化にある。ジブチ自治港の経

営上の利益の半分は外国企業であるドバイ自治港の利益になる。２０年という長期のコンセッショ

ン契約の中にフェリー事業も含まれているが、調査を通じて、ジブチ政府から同契約の内容につい

て、明らかにされることはなかった。現行の民営化された組織形態について、ジブチ政府はフェリ

ー事業を公営化することを約束している。しかしながら、２０年のコンセッション契約をどのよう

に変更して、公営化するのかは明らかではない。基本設計調査は、調査の開始から最終報告書の作

成までの期間が短く、フェリー事業の公営化は基本設計調査開始前にジブチ政府により担保される

必要がある。 

②船の運営能力、維持管理能力の改善 

現行フェリーを運航しているジブチ港は長期間の経験は有するものの、船の管理のための総合

的・効率的な運営能力は低い。例えば、主機関の保守に関するマニュアルは有るものの、船全体と

しての保守点検マニュアルは無く、保守点検に関する実施・記録・検証がまったくなされていない。

また、保守の基本は日常の点検であり記録であり、特に、人命を預かる船の管理者はかかる義務を

持つ。しかしながら、これらの日誌・記録はない。また船体及び設備の整備時の板厚・損傷・磨耗
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部分の寸法・温度等数字及び図面の記録もほとんどない。従って整備は経験と勘に頼っている部分

が多い。さらに、船体の重要部分であっても人目に付かない所やアクセスしにくい所は全く点検せ

ずに放置しておく等、基本的な安全に対する意識が非常に低い。こうした意識の改善は、無償資金

協力の中で解決するのは到底不可能であり、継続的な技術協力が同時に検討される必要がある。 

 

③ フェリー事業の採算の改善 

現行フェリーは赤字経営となっており、その原因としては、老巧化した船の修繕費の問題も大き

いが、無賃乗船の問題等、料金徴収並びに料金設定も大きい。無賃乗船については、ジブチ港が半

ば黙認しており、乗客だけでなく、フェリー事業に携わる人々の意識の問題が大きい。また、車輌

及び貨物に対する料金は著しく低めに設定されている。こうした問題を基本設計調査の中で解決す

るのは到底不可能であり、フェリー事業の採算の確保のための料金徴収および料金設定について、

事業の採算性を確保し、経営の健全化を図るという観点からジブチ政府から公式な見解を前もって

得ておく必要がある。 

また、仮に政策的な見地から赤字事業の存続をジブチ政府として是認するのであれば、赤字を補

填するための財政的な措置（予算の拠出方法、規模及び期間）についても公式な見解を得る必要が

ある。 

 

 ④要請内容の調整 

  第２章でまとめたように、要請内容は、現在のジブチの運送需要や経済性からみて過大であり、要請内容に

ついては、大幅に見直す必要がある。どのような理由で要請書に付属した詳細図面にある大小 2 隻のフェリー

ボートが要請されてきたか、何故大小 2 隻なのか？その理由は要請側である「ジ国」カウンターパートに全く検討

の形跡がなく、全てが「先ず大小 2 隻ありき」の要請となっている。本報告書では上記の問題が解

決されることを前提として、第２章に示すような内容を提言しているが、ジブチ政府としては了承

されたものではない。 

 フェリーボートの採算性を重視した場合、２隻よりも１隻のボートの方が維持管理は容易になる

のは明らかである。その観点から参考までに代替案を次ページに示す。あくまで一例として示すも

のであり、最適な案であるか今後、さらなる詳細な検討を要するが、少なくとも要請された内容よ

り妥当性はあると考えられる。 
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フェリーボートの主要目等 

供与隻数 １隻 

船質（材質） 鋼 

船の種類 内航カーフェリー（貨客船） 

全長 約３７ｍ 

全幅 約１０ｍ 

深さ 約１．８７ｍ 

満載喫水 約０．８７ｍ 

乾舷 １ｍ 

満載排水量 約３０５ｔ 

載荷重量 １７０ｔ 

主機関 ディーゼル 

 連続最大出力 約１９０馬力 

 常用出力の比率 75% 

 常用出力 約１４３馬力 

 台数 ２基 

 合計常用出力 約２８６馬力 

巡航速力 ９ノット 

乗組乗員 ８人 

最大旅客人数 １００人 

燃料タンク容量 １８㎥ 

潤滑油タンク容量 ０．５㎥ 

雑用清水タンク ３㎥ 

車輌搭載部の長さ×幅 約３０ｍ×６ｍ 

車輌搭載量 大型トラック３台＋四駆４台（８５ton） 

 又は大型ダンプカー６台＋四駆２台（１２５ton）

動物搭載量 １０頭（３ton） 

貨物倉容積 ２０㎥（１０ton） 

 

また、フェリーターミナルについては、安全性及び効率性の点から改善が必要な箇所が確認され

ている。こうした施設をどのような費用負担により補修していくのか、基本設計調査実施前には必

ず確認する必要がある。 

 

3-2 その他留意事項など 

本調査の結果、無償資金協力として本件を実施するにあたって早急に解決すべき課題があり、ジ

ブチ政府からその改善策が明確に示されない限り、基本設計調査の実施は困難であることが明らか
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となった。また、ジブチ政府側の運営体制、維持管理体制を改善することは、無償資金協力だけで

は不可能であり、技術協力との併用が検討される必要があることも明確となった。 

これらの点を踏まえ、日本国政府とジブチ国政府の間で、本件実施のあり方について再度検討さ

れる必要がある。 
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5 Inventaires des Actions Conduites  Ministère des Transports 設備･運輸省事業一覧表 設備･運輸省設備局 コピー ６ｐ 

6 Bulletin d’Information Economique  3ème trimestre 2003 経済情報レポート２０００年第三四半期  経済･財務･計画省 簡易装丁４６P 

7 Statistiques  portuaires  Rapport Annuel ( ’01-’02,  ’03) 港湾事業統計年報 ２冊（０１－０２、０３） ジブチ国際自治港 コピー６３,５８ 
8 Décret portant nomination des Membres du Gouvernement  政府閣僚任命政令 大統領府 コピー７P. 
9 Loi portant Code Affaires Maritimes 海事基本法 設備･運輸省海事局 コピー11P. 
10 Port de Djibouti  Compte de Résultat 1999-2003 ジブチ港 成果計算表 1999-2003 ジブチ港 コピー4P. 
11 Conventions ratiffiées ainsi que les Certificats de Documents qui 

doivent être à bord des Navires battant pavillon djiboutien 
船級批准協定・ジブチ船籍必携証明書一覧 設備･運輸省海事局 コピー2P. 

 
12 P.V. de Réforme de Vedette du Port Autonom International Djibouti ジブチ国際自治港高速艇廃船調書 ジブチ国際自治港 コピー１P. 
13 Organigramme : Port de Djiboti, Direction Technique, et Situation 

du Personnel au Novembre 2004  Effectif par Sce.et par Statut 
ジブチ港組織図、技術局組織図及び部局別

職員数・雇用形態 2004年11月 
ジブチ港 コピー３P. 

14 Evolution du Trafic marchandises par Statuts de 10 der. années 入･出,港別運航貨物量動向 過去１０年間 ジブチ港 コピー１P. 
15 Vesse Traffic  Catégories  with Chargeable Volume 英語表記 ジブチ港 コピー１P. 
16 Bac de l’Unité ( mois de juin 1999 au 22 mars 2000 ) 統一号運航記録 1999年6月―00年３月 ジブチ港 コピー１P. 
17 Tableau tarifaire 統一号運賃表 ジブチ港 コピー１P. 



18 Données Météorologiques  1941-1970   Station Djibouti  気象データ－1941-1970年 ジブチ観測所 ジブチ港 コピー１P. 
19 Seismes de Mag.  M≧de 4  ( 1992-2001 ) 地震分布 マグにチュ－ド４以上 ジブチ港 コピー１P. 
20 Plan de masse du PAID ジブチ国際自治港配置図 ジブチ港 コピー１P. 
21 AMERGA ( contrat sur l’Assurance Maritime ) 海上保険契約書 ジブチ港 コピー９P. 
22 Prix Lubrifiants PAID ジブチ国際自治港燃料販売価格 ジブチ港 コピー２P. 
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